
 ２－１ 

報告事項２（周知・報告） 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

標記について、次のとおり報告する。 

令和４年８月29日 



20 16

21 23

21 23
23 25 13

26 28

20 22
22 24

20 22

20 22

20 22

20 22
21 23

23 25
24 26

24 26

10

28 30

28 30

11

11

11

10 12

10 12

10 12

19 21

19 21

17 19

12 14

12 14 25

12 14

13 15

13 15

14 16
15 17

23

15 17

16 18

15 17

4 5 6 7 8

225 941 2 15 8 32 0 57 1,223

281 1,637 15 70 48 201 0 334 2,252

38 147 3 7 8 6 0 24 209

2 5 0 0 0 0 0 0 7

321 1,789 18 77 56 207 0 358 2,468

652 12,791 1,996 1,974 1,096 6,656 2,303 14,025 27,468
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4 5 6 7

440 2 0 0 7 9 449

664 8 16 7 57 88 752

2,730 35 63 54 306 458 3,188

36,581 4,083 4,051 1,972 11,266 21,372 57,953

4 5 6 7

261 0 1 0 3 4 265

276 6 8 3 26 43 319

829 8 18 18 136 180 1,009

12,526 1,340 1,469 788 6,651 10,248 22,774



教保第１９５６号 

令和４年８月２２日

府立学校 校長・准校長 様 

大 阪 府 教 育 庁 

教育振興室保健体育課長 

 夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 標記について、別添のとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から事務連

絡がありました。 

学校における感染拡大を防止しつつ、学校教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保

障するためには、引き続き、基本的な感染対策が重要となることから、各学校において

は、令和４年７月 27日付け教高第 2469号「府立学校における今後の教育活動等につ

いて（通知）」等を参考としながら、以下の対応を行うなど、引き続き地域の感染状況

に応じた感染症対策に取り組んでいただくようお願いします。  

なお、府立学校における教育活動については、現在の対応（令和４年７月 27日付け

教高第2469号通知）に変更はないことを申し添えます。 

・学校の施設・設備や教職員・児童生徒等が使用する器具・用具等の点検  

・ 家庭との連携も含めて、児童生徒等の日常的な健康観察や感染が確認された場合の

対応等に関するマニュアル等の確認  

・ 授業や学校行事等、活動場面ごとの状況に応じた感染対策上の工夫の検討  …等 

【連絡先】

保健体育課 保健・給食グループ 

大更（おおふけ）

〒540-8571 大阪市中央区大手前 3-2-12 
TEL：06-6944-9365 FAX：06-6941-4815 
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https:/ / www.mext.go.jp/ content/ 20220719- mxt_kouhou01- 000004520_01.pdf
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https:/ / www.mext.go.jp/ content/ 20220726- mxt_kouhou01- 000004520_02.pdf
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https:/ / www.mext.go.jp/ content/ 20220726- mxt_kouhou01- 000004520_03.pdf

https:/ / www.mext.go.jp/ content/ 20220802- mxt_kouhou01- 000004520_001.pdf
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https:/ / www.mext.go.jp/ content/ 20220819- mxt_kouhou01- 000004520_01.pdf
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